
旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
七

先
行
技
術
調
査
（
自
然
資

源
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
七

先
行
技
術
調
査
（
自
然
資

源
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
と
同
一
の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲

げ
る
八

先
行
技
術
調
査
（
ア

ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲

げ
る
八

先
行
技
術
調
査
（
ア

ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
と
同
一
の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
九

先
行
技
術
調
査（
住
環
境
）
新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
九

先
行
技
術
調
査（
住
環
境
）
施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
と
同
一
の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
十

先
行
技
術
調
査
（
自
動
制

御
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
十

先
行
技
術
調
査
（
自
動
制

御
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
と
同
一
の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
十
一

先
行
技
術
調
査
（
動
力

機
械
）
又
は
十
二

先
行
技
術
調

査
（
運
輸
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
十
一

先
行
技
術
調
査
（
動
力

機
械
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
の
う
ち
い
ず
れ
か
長
い
期
間
と

同
一
の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
十
二

先
行
技
術
調
査（
運
輸
）
新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
十
二

先
行
技
術
調
査（
運
輸
）
施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
と
同
一
の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
十
三

先
行
技
術
調
査
（
一
般

機
械
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
十
三

先
行
技
術
調
査
（
一
般

機
械
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
と
同
一
の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
十

先
行
技
術
調
査
（
自
動
制

御
）
又
は
十
四

先
行
技
術
調
査

（
生
産
機
械
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
十
四

先
行
技
術
調
査
（
生
産

機
械
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
の
う
ち
い
ず
れ
か
長
い
期
間
と

同
一
の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
十
五

先
行
技
術
調
査
（
搬
送

組
立
）
又
は
十
七

先
行
技
術
調

査
（
生
活
機
器
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
十
五

先
行
技
術
調
査（
搬
送
）
施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
の
う
ち
い
ず
れ
か
長
い
期
間
と

同
一
の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
十
六

先
行
技
術
調
査
（
繊
維

包
装
機
械
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
十
六

先
行
技
術
調
査
（
繊
維

包
装
機
械
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
と
同
一
の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
十
七

先
行
技
術
調
査
（
生
活

機
器
）
又
は
十
九

先
行
技
術
調

査
（
福
祉
・
サ
ー
ビ
ス
機
器
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
十
七

先
行
技
術
調
査
（
生
活

機
器
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
の
う
ち
い
ず
れ
か
長
い
期
間
と

同
一
の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
十
八

先
行
技
術
調
査
（
熱
機

器
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
十
八

先
行
技
術
調
査
（
熱
機

器
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
と
同
一
の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
十
九

先
行
技
術
調
査
（
福

祉
・
サ
ー
ビ
ス
機
器
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
十
九

先
行
技
術
調
査
（
医
療

機
器
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
と
同
一
の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
二
十

先
行
技
術
調
査
（
無
機

化
学
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
二
十

先
行
技
術
調
査
（
無
機

化
学
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
と
同
一
の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
二
十
一

先
行
技
術
調
査
（
金

属
加
工
）
又
は
二
十
二

先
行
技

術
調
査
（
金
属
電
気
化
学
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
二
十
一

先
行
技
術
調
査
（
金

属
・
金
属
加
工
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
の
う
ち
い
ず
れ
か
長
い
期
間
と

同
一
の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
二
十
二

先
行
技
術
調
査
（
金

属
電
気
化
学
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
二
十
二

先
行
技
術
調
査
（
電

気
化
学
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
と
同
一
の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
十
四

先
行
技
術
調
査
（
生
産

機
械
）、
十
五

先
行
技
術
調
査

（
搬
送
組
立
）、
十
七

先
行
技

術
調
査
（
生
活
機
器
）、
二
十
一

先
行
技
術
調
査
（
金
属
加
工
）

又
は
二
十
三

先
行
技
術
調
査

（
半
導
体
機
器
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
二
十
三

先
行
技
術
調
査
（
半

導
体
機
器
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
の
う
ち
最
も
長
い
期
間
と
同
一

の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
二
十
四

先
行
技
術
調
査
（
医

療
）
又
は
二
十
五

先
行
技
術
調

査
（
生
命
工
学
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
二
十
四

先
行
技
術
調
査
（
生

命
工
学
・
医
療
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
の
う
ち
い
ず
れ
か
長
い
期
間
と

同
一
の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
十
五

先
行
技
術
調
査
（
搬
送

組
立
）、
二
十
六

先
行
技
術
調

査
（
環
境
化
学
）
又
は
二
十
七

先
行
技
術
調
査
（
有
機
化
学
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
二
十
五

先
行
技
術
調
査
（
有

機
化
学
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
の
う
ち
最
も
長
い
期
間
と
同
一

の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
二
十

先
行
技
術
調
査
（
無
機

化
学
）
又
は
二
十
六

先
行
技
術

調
査
（
環
境
化
学
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
二
十
六

先
行
技
術
調
査
（
環

境
化
学
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
の
う
ち
い
ず
れ
か
長
い
期
間
と

同
一
の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
二
十
八

先
行
技
術
調
査
（
高

分
子
）
又
は
二
十
九

先
行
技
術

調
査
（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
工
学
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
二
十
七

先
行
技
術
調
査
（
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
工
学
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
の
う
ち
い
ず
れ
か
長
い
期
間
と

同
一
の
期
間
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